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中
央
銀
行
協
カ
白
後
展
に
就
い
で

第
三
十
宍
倉

五
五

O

第

就

一O
八

中
央
銀
行
協
力
の
護
一
展
に
就
い
て
‘

松

孝

児

同

『

、

骨

骨
F

1直t

私
は
3

F
に
中
央
銀
行
役
割
に
於
け
る
そ
の
援
展
を
一
論
じ
、
ぞ
れ
に
於
い
て
中
央
銀
行
の
役
割
は
次
第
に
複
雑

な
る
組
織
化
へ
の
後
展
過
程
を
辿
り
つ
つ
め
る
こ
と
を
遮
べ
亡
。
今
夏
に
進
ん
で
こ
の
問
題
を
吟
味
す
る
に
、
そ

れ
に
於
い
て
最
近
特
に
注
目
す
べ
き
駄
の
一
つ
は
其
の
封
外
的
投
割
後
展
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
劃
外
的
役

割
な
る
も
の
は
元
来
車
に
そ
れ
白
膿
に
於
い
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
深
〈
針
内
的
役
割
と
の
結
合
に
於
い

て
葉
の
金
一
的
な
る
組
織
的
役
割
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
つ
そ
し
て
か
〈
の
如
き
在
り
方
に
於
い
て
其
の

調
外
的
役
割
の
作
用
鵡
は
謂
は
ゆ
る
金
の
移
動
、
金
潟
替
本
位
の
作
用
、
物
債
水
準
の
麗
動
、
各
園
中
央
銀
行
政

策
、
費
本
の
園
際
的
移
動
等
々
の
問
題
と
密
接
な
る
聞
係
に
た
つ
も
の
で
あ
る
が
、
其
等
の
事
情
こ
そ
は
ま
た
必

然
的
に
そ
こ
に
各
国
中
央
銀
行
聞
の
協
力
な
あ
も
の
の
存
在
、
更
に
は
某
の
協
カ
の
後
展
へ
の
認
識
を
ぱ
深
か
ら

し
め
る
も
の
で
あ
る
。

が
、
ピ
か
ら
L
」
云
っ
て
取
は
此
の
中
央
銀
桁
聞
の
協
力
な
る
も
の
が
必
十
し
も
世
界
大
戦
後
に
於
け
る
新
現
象

1) 拙稿:中央銀行役割の俊展に就いて(経済論設第2:(;巻第1披)参照
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第
三
俸
は
此
の
賠
に
つ
い
て
究
の
如
〈
い
ふ
。
「
貨
幣
廓
清
に
閥
す
る
諸
方
法
は
、
各
国
中
央
愛
券
銀
行
問
、
又
は
い
U

各
闘
に
於
け
る
信
用
政
策
統
制
の
任
務
を
有
す
る
諸
銀
行
間
に
永
績
的
協
力
の
買
践
が
後
展
す
る
に
於
い
て
容
易
は

川

N
叩

n
h

め

B
a
2
 

:・
A
I
P
 

R
m
叫

h
A
恥

m
R
m
 

F
R山
町

出

吋

伊

川

w
m

だ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
c

そ
は
寧
ろ
謂
は
ゆ
る
世
界
貨
幣
乃
至
困
際
貨
僚
の
問
題
の
費
生
と
共
に
、
少
く
色
遠
〈

第
十
八
世
紀
の
昔
に
ま
で
そ
の
源
を
遡
る
こ
と
の
で
き
る
古
き
存
在
で
あ
る
。
唯
こ
こ
で
は
こ
の
世
界
貨
幣
乃
至

園
際
貨
幣
の
問
題
に
立
入
る
傍
格
は
な
い
。
在
は
之
を
別
稿
に
割
愛
す
る
。
従
っ
て
問
題
は
自
ら
一
方
的
に
専
ら

中
央
銀
行
聞
の
協
力
に
限
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
於
い
て
在
は
世
界
大
戦
を
界
一
と
し
て
業
の
聞
に
著
し
き
特
性
を
認

め
る
。
協
刀
の
組
織
化
却
ち
こ
れ
で
あ
る
。
か
の
一
九
二
二
年
四
月
三
十
日
の
ジ
ェ
ノ
ア
舎
議
財
政
委
員
曾
報
告

と
な
る
。
か
く
の
如
き
中
央
銀
行
聞
の
協
力
は
必
十
し
も
ヨ
オ
ロ
ッ

.ρ

に
限
る
べ
き
'
も
の
で
は
な
く
、
如
何
な
る

銀
行
の
自
白
金
も
阻
害
す
る
こ
と
な
〈
し
て
信
用
政
策
に
協
力
せ
し
め
得
べ
き
も
の
で
め
る
。
中
央
銀
行
代
表
者

間
の
曾
合
は
最
近
此
の
要
求
に
結
果
づ
け
る
た
め
最
も
遁
営
な
手
段
を
吟
味
す
る
目
的
を
以
て
開
催
さ
る
べ
き
こ

と
が
考
へ
ら
れ
る
」
と
。

か
〈
の
如
き
主
張
に
も
拘
は
ら
や
、
不
幸
に
し
て
今
日
ま
で
此
の
意
味
に
於
け
る
中
央
銀
行
合
議
は
招
集
さ
れ

な
い
。
併
し
之
と
は
異
h
ノ
、
特
定
の
事
情
、
特
定
の
目
的
に
於
い
て
は
、
此
の
輔
協
力
は
屡
究
行
は
れ
た
正
こ
ろ

で
あ
る
。
例
へ
ば
欧
米
主
要
中
央
銀
行
総
裁
の
舎
見
、
貨
幣
債
値
安
定
上
に
於
け
る
各
国
中
央
銀
行
の
信
用
設
定

特
に
霜
替
安
定
の
目
的
を
以
て
行
は
れ
た
る
諸
舎
合
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。
更
に
此
等
貫
践
的
協
力
に
封
し
、
理

想
的
な
る
中
央
銀
行
協
力
案
の
主
張
は
ま
だ
頗
る
盛
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
一
の
相
に
於
い
て
謂
は
ゆ
る
ヨ
オ

中
央
銀
行
協
力
の
費
展
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

丘
玉:

第

告E

O 
:JL 



中
央
銀
行
協
カ
の
賛
展
に
就
い
て

第
一
一
一
十
六
谷

第

~t!t 

O 

五
五

廿
ツ
メ
金
準
備
銀
行
案
な
る
も
の
が
存
在
す
る
が
、
按
十
る
に
此
等
の
考
方
こ
そ
は
ま
七
正
に
今
日
に
於
り
る
圃

際
決
済
銀
行
の
存
在
そ
の
も
の
へ
の
後
展
を
語
る
茄
芽
形
態
で
あ
る
。
か
く
て
国
際
決
梼
銀
行
が
考
へ
て
ゐ
る
第

町

、

、

一
目
的
は
ド
イ
ツ
戦
債
の
硫
動
化
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
こ
に
は
よ
り
根
本
的
に
閥
係
各
国
中
央
銀
行
聞
の
協
力

の
成
立
そ
の
も
の
が
前
提
と
し
て
要
請
き
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
最
近
に
於
げ
る
甘
オ
ザ
ン
ヌ
舎
議
は
戦
債
問
題
の
解

消
を
告
げ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
に
於
い
て
、
今
後
世
界
経
捕
の
安
定
特
に
葉
の
貨
幣
債
値
の
安
定
上
、
各
国
中
央
銀

行
聞
の
協
力
の
組
織
化
、
就
中
国
際
決
掛
銀
行
の
存
在
は
最
も
鮮
か
な
る
相
に
於
い
て
前
最
に
押
出
3
れ
、
そ
れ

に
於
い
て
中
央
銀
行
間
の
協
力
は
如
何
な
る
も
の
で
め
り
、
ま
た
如
何
な
る
も
の
で
め
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ぞ
語
ら

ね
ば
な
ら
な
い
航
態
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。

寒
に
中
央
銀
行
の
協
力
こ
そ
は
資
本
主
義
組
織
の
限
り
一
の
必
然
的
傾
向
で
あ
る
つ
或
は
こ
の
こ
と
白
煙
が
夏

に
詳
説
5
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
と
れ
亦
割
愛
の
や
か
を
得
な
い
事
情
に
あ
る
。
私
は
以
下
中
央
銀
行

協
力
の
問
題
に
闘
し
、
先
づ
世
界
大
戦
前
に
於
げ
る
中
央
銀
行
聞
の
協
カ
、
女
い
で
世
界
大
戦
後
に
於
け
る
中
央

銀
行
聞
の
協
カ
を
論
じ
、
夏
に
業
の
最
近
に
於
け
る
協
力
の
型
と
し
て
の
圃
際
決
済
銀
行
含
遁
べ
、
最
後
に
此
等

の
貼
に
劃
し
て
若
干
の
批
判
を
析
は
ん
と
す
る
も
の
で
め
る
。

二
、
世
界
大
戦
前
に
於
け
昼
中
央
銀
行
閣
の
協
力

世
界
大
戦
前
に
於
け
る
中
央
銀
行
聞
の
協
力
は
こ
れ
を
分
っ
て
貫
践
的
協
力
左
、
理
想
的
協
力
案
と
の
こ
つ
と

4) (οltJet， P.: La Ba叩nqueInternat 
43. 

5) Vtlet， P.: op. cit. pp. 16--17・



す
る
こ
と
が
で
き
る
。
此
等
雨
者
は
世
界
大
戦
前
に
於
い
て
己
に
中
央
銀
行
の
協
力
に
開
し
て
相
作
用
す
る
二
つ

の
要
素
と
し
て
そ
の
存
在
を
高
め
、
建
に
世
界
大
戦
聞
を
通
じ
て
こ
れ
を
高
度
に
貫
践
に
現
は
し
、
か
〈
て
そ
の

在
り
方
を
ば
大
戦
後
に
ま
で
後
展
せ
し
め
た
も
の
で
J

の
る
。
此
の
意
味
に
於
い
て
此
等
雨
者
は
中
央
銀
行
協
力
の

後
展
を
見
る
上
に
於
い
て
不
可
分
的
存
在
で
あ
る
と
謂
へ
る
。
以
下
在
は
先
づ
第
一
に
そ
の
賓
践
的
協
力
に
就
い

て
述
べ
、
更
に
理
想
的
協
力
案
の
説
明
に
移
ら
う
。

働
世
界
大
鞍
前
に
於
け
る
賓
践
的
一
協
力
l
l中
央
銀
行
聞
の
協
力
に
於
げ
る
賢
践
は
或
は
一
般
的
、
或
は
部
分

的
に
己
に
第
十
九
世
紀
の
後
宇
以
来
屡
E
繰
返
さ
れ
た
。
併
し
此
等
の
貫
践
を
通
じ
そ
の
特
色
と
す
る
z

と
こ
ろ
は

其
の
聞
各
国
中
央
銀
行
間
の
協
力
が
必
宇
し
も
原
則
的
仁
行
は
れ
た
も
の
で
な
く
、
間
十
に
其
の
利
害
関
係
が
説
行

線
上
に
あ
る
場
合
に
の
み
行
は
れ
た
に
す
ぎ
な
い

E
い
ふ
こ

E
で
あ
る
c

か
く
の
如
き
視
角
に
於
い
て
先
づ
第
一
に
あ
ヤ
ペ
き
貫
践
ぽ
、

一
入
八
五
年
ス
カ
ン
ク
ナ
グ
ィ
ヤ
に
於
げ
る

中
央
銀
行
、
即
ち
ス
ウ
ノ
ェ
エ
デ
ン
王
立
銀
行
、
ノ
M
Y

ク
ェ
ェ
、
及
び
デ
シ
マ
ア
ク
雨
国
立
銀
行
の
聞
に
於
い
て
成

立
せ
る
協
力
で
あ
る
。
此
等
三
銀
行
の
定
款
に
よ
れ
ば
、
各
銀
行
は
一
定
金
額
ま
で
他
の
二
闘
の
中
央
銀
行
に
営

座
勘
定
を
な
す
こ
と
を
得
、
且
つ
此
の
営
座
勘
定
に
於
げ
る
預
金
額
は
金
準
備
の
一
部
と
見
倣
さ
れ
、
之
を
以
て

銀
行
券
後
行
の
準
備
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
銀
行
は
こ
の
見
地
に
立
ち
そ
の
相

E
的
協
力
を
規
定
し
て
ゐ

る。
こ
の
ス
カ
ン
ク
ナ
グ
ィ
ヤ
協
定
に
よ
る
三
中
央
銀
行
は
、
互
に
無
利
子
勘
定
を
認
め
、
各
銀
行
は
相

E
に
小
切

中
央
銀
行
協
力
の
賛
展
に
就
い
て

五
五
三

第

務

第
三
十
六
容

或は1857年の猫塊貨幣同組、 1i873阜のス力 y デナゲイア貨僧同盟， 1865年の
ラテシ貨幣同盟も演義に於いで の中央銀行白協力と見られぬこともない。
併し今と L では之をいれな v、。許if閣は Jun~ !:ien: L同 COIlventioDS mon白al回忌

参照。

6) 



中
央
銀
行
協
力
の
発
展
に
就
い
で

第
三
十
六
巻

五
五
四

第
三
競

手
の
無
僧
保
後
行
を
認
め
る
。
銀
行
は
ま
た
そ
の
債
務
額
の
令
支
抑
を
要
求
す
る
が
、
そ
の
轍
設
費
用
は
そ
の
引

渡
を
要
求
す
る
債
権
者
に
於
い
て
負
携
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
協
定
が
ス
カ
ン
ク
ナ
グ
ィ
ヤ
三
闘
の

経
持
的
依
存
闘
係
争
有
機
的
に
展
開
せ
し
め
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
蓋
し
そ
れ
ま
で
は
此
等
ス
カ
ン
ク
ナ
グ
ィ

ヤ
三
ケ
凶
聞
に
於
け
る
金
の
輸
送
棋
は
少
か
ら

F
る
令
額
に
達
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
向
叉
此
等
三
ヶ
闘
の
中

央
銀
行
が
互

μ
手
形
の
受
入
ぞ
認
め
た
と
と
は
そ
の
相
互
聞
に
於
け
る
営
座
勘
定
に
よ
る
信
用
を
大
な
ら
し
め
る

か
く
て
こ
の
協
定
が
中
央
銀
行
聞
の
協
刀
的
精
神
ぞ
一
閣
の
凶
陪
決
簡
に
ま
で
高
め
一
、

乙
E
e
e
得
に
。

.'と

"つ

て
そ
の
協
刀
的
役
割
ぞ
果
し
た
が
、
し
か
も
な
ほ
此
等
三
中
央
銀
行
が
そ
の
本
来
の
満
立
性
金
保
持
し
て
ゐ
に
こ

と
は
一
の
注
目
す
べ
き
勤
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
貫
践
は
、
欧
洲
中
央
銀
行
相
互
間
に
於
げ
る
危
機
に
際
し
て
の
協
力
で
あ
ふ
{
例
へ
ば
一
八

三
九
年
、
謂
は
ゆ
4
4
0
蛾
道
恐
慌
に
於
い
て
英
蘭
銀
行
が
プ
ヰ
ノ
ジ
ヴ
ハ
銀
行
よ
h
J
披
助
を
受
け
、

一
入
九

0
4
英
蘭
銀

行
が
ペ
エ

y
y
グ
商
舎
の
失
脚
に
原
因
せ
る
ロ
ン
ド
ン
市
場
の
危
機
に
臨
み
、

フ
ラ
ン
ス
銀
行
よ
り
七
五

O
O
高

金
フ
ラ
ン
の
貸
付
eg
受
け
、
以
っ
て
そ
の
危
機
を
股
せ
る
が
却
さ
、
更
に
ま
た
一
九
O
六
年
|
|
一
九

O
七
年
及

ぴ
一
九
O
九
年
|
|
一
九
一

O
年
に
於
い
て
も
同
様
の
開
係
に
於
け
る
雨
銀
行
聞
の
協
力
の
如
き
、
更
に
或
は
一

九

O
七
年
に
於
け
る
オ
オ
ス
ト
η
ノ
ヤ
・
A

ン
ガ

y
ヤ
銀
行
の
ぺ

y
p
ン
市
場
の
危
機
救
梼
の
た
め
こ
れ
に
令
を
詮

h
ノ
、
以
っ
て
雨
凶
聞
に
於
け
る
金
融
危
機
を
救
掛
せ
る
が
如
き
そ
の
最
も
著
聞
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
三
に
注
目
す
べ
き
貫
践
は
一
九
一
三
年
北
米
合
衆
国
に
於
け
る
聯
邦
準
備
銀
行
制
度
の
採
用
で
あ
ふ
。
こ
の

7竹) Jμa叩ns田5目en:Les C，【O】mv阿e.川tiいn川、河市ns官s mn叩n町】ν1"ρ什白lair作.晶.5， Pjl. 1月3f出トiト一-144; K刀rnn和;k月5，c.: La 
Banque des Regletl1t'nt品 Tnternalinnaux，p・ 2，38.;Scbleidt: Uie KonperatIIJD 
der Notenbanl，ell， S. 22-24・
Schleidt. A.: Die K，川ドerationrler NfJtenbanlwn， S. 11ー-18; F.、kaich:La 
B. R. 1. ct l'economie intcrnation<11c， p. 14 j; Kmanikas: op. cit. pp. 241-2 
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こ
と
は
そ
の
営
時
に
於
げ
る
各
国
中
央
銀
行
の
協
力
に
劃
し
最
も
示
唆
に
富
h
u
制
度
の
賓
施
で
あ
り
、
殊
に
そ
の

世
界
大
戦
を
通
じ
、
更
「
い
は
世
界
大
戦
後
に
於
い
で
中
央
銀
行
間
の
協
刀
の
貰
践
的
方
面
に
封
し
強
烈
な
刺
戟
を

奥
へ
た
。

周
知
の
如
く
一
九
一
三
年
前
の
米
国
銀
行
制
度
は
極
め
て
複
雑
で
あ
っ
て
、
か
の
謂
は
ゆ
る
園
立
銀
行
健
例
な

る
も
の
は
そ
の
睡
系
の
統
一
を
公
園
し
た
が
北
米
合
衆
圃
四
十
八
州
は
各
ー
そ
の
特
異
の
制
度
を
保
有
し
て
ゐ
に

の
で
不
成
功
に
格
っ
た
。
更
に
ま
た
同
闘
に
は
国
立
銀
行
に
費
し
て
謂
は
ゆ
る
州
立
銀
行
な
忍
も
の
が
あ
り
、
そ

れ
に
は
商
業
銀
行
、
信
託
曾
枇
並
に
相
互
貯
蓄
銀
行
が
合
ま
れ
て
ゐ
た
。
か
く
て
此
等
の
銀
行
は
そ
の
後
券
準
備

に
謝
す
る
義
務
伝
異
に
し
、
ぞ
の
取
引
じ
調
す
る
形
式
ぞ
具
に
し
、
更
に
そ
の
統
制
方
法
に
至
つ
て
は
夫
1
湖
特

の
方
法
に
従
っ
て
ゐ
た
。
か
く
の
却
〈
綾
券
銀
行
制
度
が
不
統
一
で
あ
る
こ
と
は
必
然
的
に
，
ぞ
の
後
券
信
用
に
於

け
る
弾
力
性
を
薄
弱
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
偶
1

一
九
O
八
年
五
月
三
十
日
の
請
は
ゆ
る
オ

Y
ド
ソ
ッ
チ
・

ヲ
ソ
イ
ラ
ン

γ
緊
急
通
貨
健
例
こ
そ
は
買
に
そ
の
一
九
O
六
年
|
|
七
年
に
際
曾
せ
る
恐
慌
に
於
い
て
経
験
せ
る

そ
の
後
券
信
用
の
弾
力
性
を
強
靭
な
ら
し
め
る
た
め
に
規
定
さ
れ
に
も
の
で
あ
る
。

一
九
一
三
年
十
二
月
二
十
八
日
の
聯
邦
準
備
銀
行
制
度
に
基
づ
く
米
国
費
券
銀
行
改
正
は
、
以
上
の
如
手
複
雑

に
し
て
不
合
理
な
る
奮
制
度
を
麿
棄
し
て
、
悲
に
謂
は
ゆ
る
聯
邦
準
備
銀
行
の
成
立
に
基
〈
信
用
に
於
け
る
弾
力

性
の
構
大
強
化
を
確
立
し
た
。
か
く
て
聯
邦
準
備
銀
行
は
一
一
般
国
民
の
銀
行
に
非
や
し
て
銀
行
家
の
銀
行
と
な
っ

た
。
蕊
に
従
来
に
於
げ
る
約
ん

0
0
0
行
中
、

そ
の
教
に
於
い
て
約
三
分
の
一
ヲ
ぞ
の
資
金
に
於
い
て
約
三
分
の
ニ

中
央
銀
行
協
力
の
発
展
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

五
五
五

一
一一一

第

宮虎

KaTanik尻島 C.: La Banque des Reglements InternatioMllX， pp. 239-240 9) 



中
央
銀
行
協
カ
の
器
官
民
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

以
上
を
有
す
る
も
の
が
、
聯
邦
準
備
銀
行
の
統
制
下
に
服
し
て
聯
邦
準
備
銀
行
に
劃
す
る
加
盟
銀
行
の
協
力
成
h
J
、

五
五
六

第

盟主

四

之
に
よ
っ
て
克
く
世
界
大
戦
聞
の
難
局
を
も
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

命
世
界
大
戦
前
に
於
け
る
理
想
的
協
力
案
|
|
以
上
に
於
い
て
私
は
中
央
銀
行
の
協
力
に
闘
し
そ
の
質
践
的
協

力
を
誠
べ
た
の
で
め
る
が
、
併
し
此
等
の
賀
践
は
更
に
ま
た
此
等
の
時
代
に
於
り
る
理
想
的
協
力
業
の
存
在
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
否
辛
み
中
央
銀
行
協
力
の
問
題
は
ぞ
が
後
展
の
形
態
に
於
い
で
把
握
さ
れ
る
限
り
、
此
の

1守
践:
自~，

協
刀

鴻
一
抵
断
諒
刀
粂
ζ
U
J
M肋
A
P
H

民
托
抜
仁
ポ
レ
て

σノみ四位相川
5
れ
る
と
相
川
ぢ
な
け
れ
ば
な
ら
な
h
I
C

か
く
の
如
き
立
場
に
於
け
る
論
者
の
主
張
は
極
め
て
多
方
面
に
豆
り
、

ぞ
の
聞
に
於
い
て
夫
E
ぞ
の
特
性
を
一
不
し

て
ゐ
る
が
、
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
先
づ
奉
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
間
一
八
九
二
年
に
於
け
る
圃
際
銀
行
紙
幣
に

闘
す
る
ヲ
ォ

Y

ア
の
提
議
、
並
に
一
八
九
三
年
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
ヲ
に
依
る
修
正
、
間
一
八
九
六
年
に
於
け
る

V

グ
ィ
の
国
際
援
券
相
殺
銀
行
案
、
間
一
一
九

O
八
年
に
於
げ
る

y
y
ア
ツ
チ
案
、
伸
一
九
一
二
年
に
於
け
る
プ
ラ
ッ

セ

Y
合
議
案
等
々
で
あ
る
。
此
等
の
諸
提
案
に
於
い
て
最
も
著
名
な
る
も
の
は
上
述
V

グ
ィ
案
並
に

y
y
ァ
ッ
チ

案
で
あ
る
。
此
等
諸
案
に
閲
す
る
詳
設
は
こ
れ
亦
今
は
そ
の
機
舎
を
得
て
ゐ
な
い
。
故
に
私
は
以
下
簡
単
に
上
越

二
案
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
詳
設
を
他
の
機
曾
に
ま
つ
で
あ
ら
う
。

一
八
九
五
年
「
世
界
銀
行
に
よ
る
貨
幣
聯
盟

(
C
E
E
S
S
E
-
5
E
ヨミ即日向山
JHZ

F
弓
5
C
E
5
5己
芯
)
」
な
る
論
文
を
通
じ
て
彼
に
よ
り
接
表
さ
れ
た
-
も
の
で
あ
る
。
此
の
案
は
同
時
に
圃
際
銀

レ
グ
ィ
案
な
る
も
の
は
、

行
と
世
界
貨
幣
と
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

V

グ
ィ
に
よ
れ
ば
彼
は
そ
の
国
際
銀
行
本
庇
を
バ
ア
ゼ

Y
に
置

Levy， R. G.: Union monetaire: au moyen d'une Hanque Universelle (Annales 
也、 語叫叫cie目叩n凹叫lC山二
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き
、
各
国
政
府
及
び
各
国
中
央
銀
行
は
金
貨
又
は
地
金
に
よ
る
闘
際
銀
行
へ
の
金
預
金
を
な
し
、
こ
の
預
金
に
謝

し
て
園
際
銀
行
紙
鮮
の
後
行
を
認
め
る
色
の
で
あ
る
。
銀
行
は
之
に
塞
加
す
る
各
国
よ
り
任
命
さ
れ
た
人
々
を
以

て
管
理
さ
れ
る
。
此
の
組
織

μ
於
け
る
長
所
は
、
各
国
聞
の
相
殺
勘
定
を
盛
な
ら
し
め
、
且
つ
金
轍
迭
の
省
略
を

説
い
た
勤
に
あ
る
。

九
O 
七
年

於
け。
ノV

ツ
ア
・ノ

チ

案
は12)

そ
の
第
一
目
的
を
各
国
間
の
組
織
特
に
信
用
流
通
の
一
国
内
決
済
を

比
較
研
究
す
る
に
あ
り
と
し
、
第
二
の
目
的
を
金
分
配
に
、
最
後
に
第
三
の
目
的
ぞ
国
際
的
相
殺
、
相
互
的
勘
定

並
に
各
国
中
央
銀
行
の
相

E
的
協
力
に
め
る
と
し
亡
。

此
の
外
市
況
に
一
九
二
一
年
ケ
ア
ヅ
セ
M
Y

に
於
け
Z

引
っ
国
際
聯
盟
艶
持
合
議
」
虻
は
内
ん
ー
に
の
y
?
?
?

ヰ
案
に

近
き
も
の
を
据
識
し
、
「
信
用
組
織
に
費
し
得
る
各
幽
中
央
銀
行
に
よ
る
一
般
的
研
究
」
な
る
問
題
を
取
扱
ひ
、
夏

一
九
一
四
年
六
月
バ
η
ノ
に
聞
か
れ
た
「
困
際
商
業
舎
議
所

に
ま
た
前
述
ク
ォ

Y

プ
案
の
研
究
を
も
問
題
と
し
た
。

曾
龍
」
は
強
力
な
る
中
央
銀
行
間
に
於
け
る
金
資
本
の
構
成
を
主
張
し
た
。

要
す
る
に
此
等
戦
前
の
誇
案
は
問
題
た
る
協
力
組
織
に
つ
い
て
極
め
て
表
面
的
な
見
解
を
奥
へ
て
ゐ
た
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
部
組
織
仁
闘
し
、
又
は
そ
の
資
金
に
闘
し
、
又
は
そ
の
作
用
態
に
闘
し
て
は
何
等
根
本
的

な
解
決
に
立
入
っ
て
ゐ
な
い
。
し
か
も
そ
の
問
題
の
提
出
自
瞳
が
極
め
て
間
歌
的
に
し
か
必
要
と
さ
れ
な
か
っ

た
。
従
っ
て
こ
の
意
味
に
於
け
る
中
央
銀
行
協
力
の
基
礎
は
到
底
戦
後
に
於
け
る
が
如
き
本
質
的
恒
常
的
な
も
の

中
央
銀
行
協
カ
の
接
民
民
就
い
て

第

披

五

第
三
十
六
巻

五
五
七

1I) EsIロich，R. ~ La B. R. 1. et l'ecol1omie international<:>， pp. 6-7; 1:ζaranikas， 
C.: La Banque ，1"e. R邑glementsInternationaux， pp. 126-I~9・
Luzatti案は 1908年 1周18日 Academie des sciences mnrales et politiques 
de Franceに於いて費表されたも白であるが、併し其白最初は更に古〈巴に
1907年11月及12月、 Wien(l) Neue Frde Pl'白.0 に於ν、て後表された。
Schleidt， A.: Die. Kooperation d町 、J(ltenbanlan，S. .24-26 



市
央
銀
行
協
力
記
官
展
に
続
い
て

第
三
十
六
巻

五
五
入

第

f虎

占/、

と
は
比
較
し
得
な
い
。一

品
、
大
戦
後
に
於
け
苔
申
央
銀
行
閣
の
協
力

中
央
銀
行
の
協
力
を
ぱ
某
の
費
展
性
に
於
い
て
見
る
限
h
J
、
世
界
大
戦
前
に
於
け
る
中
央
銀
行
聞
の
協
力
は
、

営
然
大
戦
聞
に
於
け
る
特
殊
状
態
を
通
じ
て
大
戦
後
の
扶
態
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。
従
っ
て
世
界
大
戦
後
に
於
け

る
中
央
銀
行
聞
の
協
刀
伝
理
解
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
大
戦
前
に
於
け
る
そ
の
協
力
の
み
な
ら

Ar
更
に
た
戦

聞
に
於
け
る
協
力
の
影
響
を
も
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
行
論
上
今
は
世
界
大
戦
聞
に
於
け
る
協
力
に

論
及
す
る
の
自
由
を
有
ち
得
な
い
。
私
は
こ
の
勤
に
つ
い
て
は
畢
に
謂
は
ゆ
る
聯
合
同
側
並
に
濁
填
側
な
る
封
立

せ
る
陣
替
に
於
い
て
夫
E
緊
密
な
る
協
力
が
計
劃
貫
施
さ
れ
た
こ
と
を
遁
べ
る
に
止
炉
、
論
貼
を
世
界
大
戦
後
に

於
け
る
中
央
銀
行
の
協
刀
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
於
い
て
も
忍
は
先
づ
買
践
的
協
力
に
闘
し

て
遮
ペ
、
次
に
此
等
の
貫
践
的
協
力
に
封
立
し
て
多
〈
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
理
想
的
協
力
案
に
及
び
、

最
後
に
項
を
改
め
て
そ
の
結
晶
と
し
て
の
園
際
決
棒
銀
行
に
つ
い
て
遁
ぺ
ゃ
う
。

ゆ
世
界
大
鞍
後
に
於
け
る
責
践
的
協
力
|
|
世
界
大
戦
後
に
於
い
て
各
凶
民
経
梼
並
に
各
幽
中
央
銀
行
聞
に
行

は
れ
た
協
刀
政
策
の
大
戦
前
に
於
け
る
ぞ
れ
に
比
し
て
の
特
色
は
本
質
的
蓮
績
的
な
る
貼
に
あ
る
が
、
此
の
間
日

於
い
て
中
央
銀
行
聞
の
協
刀
は
、
或
は
直
接
に
中
央
銀
行
相
互
間
に
行
は
れ
、
或
は
間
接
に
圃
際
聯
盟
を
逼
じ
て

行
は
れ
た
。
以
下
此
の
二
酷
を
更
に
展
開
さ
せ
ゃ
う
。

Es~aich: op cit. p. 7; Karanikas. op. cit. pp. ][29-J 35 
E:;k aich : op. ci t・p.7.; Schleidt: a. a. O. :; 29'-45 
Eskaich; op. ci，_ p-7・

Schl町 dt，A.: Die Kooperation der Notenoanke-.1，日4-5-50;IZaranikas， C・
La TIanque des Reglcments lnternationUllX， p. 13'';・
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川
中
央
銀
行
聞
の
直
接
的
協
力
|
|
世
界
大
戦
前
、

一
圃
の
中
央
銀
行
炉
実
の
危
機
に
瀕
せ
る
外
国
中
央
銀
行

に
劃
し
金
融
的
援
助
を
奥
へ
た
こ
と
は
己
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
め
か
。
此
等
の
協
力
の
貫
際
を
見
る
と
某
の
協
力

は
概
ね
相
営
の
期
聞
を
隔
て
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
世
界
大
戦
後
に
於
い
て
は
其
の
協
力
の
目
的
が
交
戦

園
業
他
に
於
げ
る
堅
買
な
る
貨
幣
制
度
へ
の
復
師
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り
、
協
刀
は
殆
ん

E
連
額
的
に
行
は
れ
、

し
か
も
そ
は
之
に
よ
っ
て
企
固
さ
れ
る
謂
は
ゆ
る
金
融
復
興
、
更
に
は
経
蹄
復
興
に
劃
し
て
正
に
本
質
的
な
も
の

で
あ
る
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

今
そ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
先
づ
英
蘭
銀
行
は
オ
オ
ス
ト

y
ヤ
国
立
銀
行
に
輿
へ
七
貸
付
を
通
じ
、
国
際
聯
盟
財

政
委
員
曾
に
よ
っ

r作
成
き
れ
い

w

オ
オ
ス
ト
リ
布
復
興
案
の
質
臓
に
野
し
、
ぞ
の
潟
替
安
定
ぞ
企
闘
し
に
。
英
蘭

銀
行
が
A

ン
ガ

y
ヤ
圃
立
銀
行
に
劃
し
て
奥
へ
た
援
助
も
亦
同
一
の
目
的
に
於
い
て
で
め
る
。

更
に
ま
た
イ
ギ
ソ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、

ス
イ
ス
の
各
国
中
央
銀
行
並
に

-
7
7
ヨ
オ
グ
聯
邦
準
備
銀
行
の
聯

合
に
よ
忍
ペ

Y

ギ
イ
園
立
銀
行
に
劃
す
る
援
助
は
ペ

Y

ギ
イ
・
フ
ラ
ン
の
安
定
に
勢
し
極
め
て
有
力
な
る
後
援
を

輿
へ
た
。

一
九
=
ご
年
に
は
英

更
に
轄
じ
て
一
九
二
七
年
六
月
に
は
中
央
銀
行
曾
議
が

-
7ヲ
ヨ
オ
ク
に
行
は
れ
た
る
外
、

闘
の
金
本
位
離
脱
に
際
し
て
ど
y
y
λ

銀
行
並
に
-
で
吋
ノ
ヨ
オ
ク
聯
邦
準
備
銀
行
が
英
蘭
銀
行
に
劃
し
最
も
有
致
な

る
援
助
を
奥
へ
た
こ
と
は
備
ほ
吾
人
の
耳
目
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

間
国
際
聯
盟
に
よ
る
間
接
的
協
力
|
|
世
界
大
戦
後
中
央
銀
行
間
の
協
力
に
於
い
て
、
業
の
一
直
接
相
互
聞
に
行

中
央
銀
行
協
カ
白
由
貿
展
に
就
い
て

第
三
十
六
各

七

五
五
九

第

披

上漣に、大戦前fこ於ける中央銀行l百四協力、 A.貰践的協カの項参照
もVιerden~ F. A. van・La-Soc-Iete des :N:atlons et le rapprυchemeut econo皿 i-
que international pp. 24-31. 

Woerdcn， F. A. vaD: op. ci t. pp・3I-.3~L・

Eskaich: op. cit. p. '4・

Eskaich: op. cit. p. '4・
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中
央
銀
符
協
力
目
費
展
に
続
い
て

第
三
十
六
巻

第

就

五
六

O

A 

は
れ
七
る
も
の
と
共
に
注
目
す
べ
き
は
、
国
際
聯
盟
を
通
じ
て
間
接
に
行
は
れ
た
協
力
で
あ
る
。
本
来
国
際
聯
盟

の
目
的
は
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
背
後
に
は
常
に
経
済
的
金
融
的
範
園
に
於
け
る
重
要
な
る
役
割

が
横
は
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
否
む
を
得
な
い
。
例
へ
ば
前
越
せ
る
オ
オ
ス
ト
η
ノ
ヤ
鰹
掛
復
興
案
の
作
成
者
も
国
際
財

政
委
員
舎
で
あ
る
が
如
き
其
の
例
で
あ
る
が
、
同
様
の
過
程
は
ポ
オ
ラ
ン
ド
、

Y
ク
マ
ュ
ャ
、

A
y
d
N
P
ャ
、
プ

且
ス
ト
-
一
ヤ
等
に
劃
し
で
も
行
は
れ
た
。
併
し
中
央
銀
行
聞
の
相
互
援
助
な
る
も
の
は
大
韓
に
於
い

U
Y

ガ
リ
ャ
、

て
己
に
遁
べ
た
と
こ
ろ
に
遜
き
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
中
央
銀
行
協
力
の
原
則
が
一
九
一
一
一
一
年
四
月
二
十
日
の
タ
ェ
ノ
ア
曾
議
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
・
6
の

で
あ
る
こ
と
は
前
越
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
大
戦
後
に
於
げ
る
中
央
銀
行
の
協
力
は
必
然
的
本
質

的
な
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
に
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
又
更
に
百
尺
梓
頭
一
歩
を
準
め
て
園
際
決
樺
銀
行

の
創
立
の
機
運
を
促
進
せ
し
め
、
建
に
一
九
二
九
年
そ
の
設
立
佐
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
め
る
。
こ
の
中
央
銀
行

協
力
に
闘
す
る
一
の
型
と
し
て
の
決
構
銀
行
に
就
い
て
は
更
に
項
を
改
め
て
論
A
V
る。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
園
際
決
棒
銀
行
の
成
立
は
世
界
大
戦
後
に
於
い
て
突
然
あ
ら
は
れ
た
も
の
で
は
な

ぃ
。
巳
に
そ
れ
ま
で
に
幾
多
の
理
想
的
協
力
案
、
幾
多
の
国
際
銀
行
案
な
る
も
の
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
此

等
の
勤
に
就
い
て

A
私
は
こ
こ
で
詳
細
に
そ
の
説
明
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

A
1
は
唯
そ
の
要
領
を
の
べ
る

に
止
め
、
更
に
他
の
機
舎
を
侠
っ
て
之
を
補
ふ
で
あ
ら
う
。

ゆ
世
界
大
戦
後
に
於
け
る
理
想
的
協
力
案
|
|
世
界
大
戦
後
、
園
際
経
持
に
於
け
る
協
力
問
題
は
、
特
に
ヨ
オ

op. cit. pp. 34一斗0，pp・ 40-51， pp. 。p.cit. p. 24$; Woerden: 22) K町a"nikas

O2-69・



ロ
ッ
バ
を
中
心
と
し
て
或
は
戟
債
問
題
、
或
は
交
戦
各
幽
の
金
融
又
は
一
経
済
復
興
問
題
に
於
い
て
論
議
さ
れ
る
に

至
つ
七
。

先
づ
第
一
に
は
一
九
一
九
年
五
月
十
五
日
、

ノ
ヲ
マ
シ

-
デ
グ
ィ
ス

(
Z
0
5
2
口
三
由
)
及
び
ラ
毛
ン
ト
(
戸
山
a

巴
O
D円
)

に
よ
っ
て
描
思
表
さ
れ
た
莞
書
で
あ
る
。

こ
の
案
は
一
は
ヨ
オ
ロ
ッ

.ρ

に
於
け
る
聯
合
、
他
は
ア
メ

y
カ
に

於
け
る
聯
合
、
此
等
二
つ
の
聯
合
の
緊
密
な
る
成
立
を
主
張
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
勿
論
先
づ

米
闘
が
大
戦
前
並
仁
大
戦
聞
に
於
い
て
そ
の
聯
邦
準
備
銀
行
を
遁
ぜ
る
瞳
験
に
よ
り
協
力
の
賞
践
性
を
ぱ
深
〈
把

握
す
る
に
よ
っ
て
提
議
さ
れ
た
o

か
っ
た
。

こ
の
魔
書
は
グ
品

Y
サ
イ
ユ
曾
議
に
提
出
さ
れ
に
が
採
決
き
れ
る
に
は
至
ら
な

此
の
ノ
ウ
J

T

Y

・
デ
ダ
イ
ス
及
び
-
プ
モ
ン
ト
案
は
更
に
ダ
グ
ィ
ッ
ド

y
ン
(
ロ
E
E
S三、

エ
ミ
ソ
オ
・
フ
レ
ェ

y

(
伺

B
己
目
。
同
月
号
)
オ
ヲ
且

シ

(
0
5
2
)
及
び
ア
メ
リ
カ
轍
出
入
業
者
協
曾
(
〉
2
2
w
E
F内℃
2
R
3
2己
目
白
℃
O
H門

g

〉
g
q
n
一
色
。
口
)
の
主
援
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
つ
に
が
、

剖

此
等
も
亦
一
の
理
想
案
と
し
て
運
命
を
以
て
取
扱
は
れ

第
三
に
は
タ
イ
ツ
セ
リ
ン
グ

案
で
め
る
。

オ
ラ
ン
ダ
銀
行
総
裁
た
る
彼
が
園
際
銀
行
に
闘
し
て

(く

Em--zm)

提
出
せ
る
こ
の
一
草
案
は
次
の
内
容
を
有
つ
。
即
ち
乙
の
銀
行
は
金
預
金
の
受
入
を
認
め
る
と
共
に
、
小
切
手
の

接
行
を
も
許
す
・
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
他
紙
幣
の
殺
行
権
を
も
有
し
、
個
人
に
劃
す
る
営
座
勘
定
を
も
認
め

る
・
も
の
で
あ
る

Q

中
央
銀
行
協
力
回
目
安
展
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

策

協

五
六

一
一
九

Mendes.France， P.: La Banqne Jntern:lti【male，pp・32-33;Kara四 ltas: op. 
cit. pp_ 137-138; Eskaich: "'La H. R. 1. et l'位。nomie--Internatiunale， pp. 
8-0. 
Mとnd企s.France，P.: op. cit. pp・ ~U--34; Karanikas: op. _ ci t. pp. 150-151; 
Otlet: La Banque Internati'，nale， p. ilO; Eskaich: op. cit. p. 9・
Eskaich: op. eit. p・9;Karanikω:οp. Cl t. pp. 139-142. 
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こ
の
組
織
に
よ
っ
て
議
想
さ
れ
る
思
想
は
謂
は
ゆ
る
ヨ
オ
官
ツ
メ
合
衆
国
令
準
備
銀
行

そ
の
資
本
は
一

O
億
金

r
y、
そ
の
紙
幣
後
行

申
央
銀
行
協
カ
の
寄
展
に
就
い
で

第
四
は
ヲ
ン
グ
ア
リ
〆
ツ
プ
(
〈

E
L巾
ユ
ザ
)
案
で
あ
る
。

近
い
。

出
h
H
2
W
『

C
「

[}Hn

口
口
百
円
円
]
切
門
戸
門

2
0『

岡

山

E

。。]U巾
)

の
そ
れ
で
あ
る
。

第
三
十
六
巻

こ
の
案
は
前
者
よ
り
も
今
日
の
岡
際
決
構
銀
行
の
賢
一
際
に

五
六

第

豊君

O 

(
。
。
区
間
2
2
5

は
二

C
バ
ア
セ
ン
ト
に
達
す
る
迄
の
準
備
を
必
要
と
し
、
更
に
ヨ
オ
ロ
ッ
バ
各
国
銀
行
に
封
寸
る
貸
付
を
も
行
ひ

ヨ
オ
ロ
ッ
バ
の
主
要
都
市
に
そ
の
支
応
を
置
か
ん
と
す
る
も
の
で
わ
る
。

之
pmH
』
而
択
す
仰
心
に
以
上
の
諸
案
は
何
れ
も
調
J
T
h

ゆ
あ
ん
官
衆
刷
聯
邦
埠
備
銀
戸
市
制
度
の
忠
認
に
よ
れ
る
も
の
で
み
一

り
、
こ
れ
に
毒
づ
き
同
じ
型
に
麗
す
る
ヨ
オ
ロ
ッ
バ
決
梼
銀
行
の
設
立
を
希
望
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
謂
は
ゆ
る

贋
い
意
味
に
於
げ
る
園
際
決
構
銀
行
で
は
な
い
。

然
ら
ぱ
贋
い
意
味
に
於
け
る
園
際
銀
行
に
闘
す
る
案
と
し
て
は
如
何
な
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
か
?

乙
の
意
味
に
於
い
て
先
づ
あ
げ
ら
れ
る
も
の
、
師
ち
前
者
に
封
し
で
云
へ
ぱ
第
五
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
ア
グ

セ
Y

セ
ン
・
オ

Y
ナ
(
〉
Hmug-O}-R-a)
案
で
J

の
る
。

で
め

b
、
そ
の
後
一
肘
準
備
と
す
る
L
」
こ
ろ
は
金
、
銀
、

二
五
バ
ア
セ
シ
ト
で
あ
る
。

更
に
第
六
に
は
ド
ラ
ク

Y
ワ
(
ロ
日
E
n
-
-
c
w
)
で
め
る
。

こ
の
案
の
目
的
と
す
る
左
こ
ろ
は
尉
際
畿
勢
銀
行
の
創
立

プ
ラ
チ
ナ
及
び
不
動
産
で
あ
り
、
ぞ
の
後
行
準
備
割
合
は

こ
の
案
は
一
九
二

O
年
十
月
国
際
商
業
曾
議
所
曾
議
に
提

出
3
れ
た
色
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
目
的
は
専
ら
貨
幣
債
値
の
下
落
せ
る
圃
へ
の
援
助
で
は
あ
る
が
。

(
Z
4
5
E
=
)
案
が
め
る
。

第
七
に
あ
げ
ら
る
べ
き
も
の
に
ヘ
エ
?
ン

そ
の
目
的
と
す
石
と
こ
ろ
は
謂
は
ゆ
る

Ka胆nikas: 
p. 9・
Karanikas: op. ci t. pp・142-143;Eskaich: op. cit. P・9
Karanikas: op. cit. pp. 143-146; Otlet: op. ci し p.10; J¥1:endes-Frat】ce:
op. cit. pp・34-35;E.k九ich・ op.cit. P・9・
Mend白 -France: .op. cit. p・38;Karanikaぉ op;ci.t. p. 152; E，kaich: op. 

E.kaich: op. d L P・ 9;Otlet: op. cit. 。p.cit. pp. 146-150: 26) 
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「
圃
民
銀
行

(
F
2
5
己

2
]
μ
2
1
2
J」
の
創
立
で
あ
る
。
こ
の
案
の
特
殊
性
は
ド
イ
ツ
職
債
問
題
の
解
決
並
に
荒

ド
イ
ツ
に
於
砂
る
不
動
産
櫓
保
に
よ
る
債
券
の
愛
析
を
計
劃
し
、

摩
地
方
の
復
興
に
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
封
し
、

こ
れ
に
劃
し
て
庚
汎
な
る
援
助
を
奥
へ
、
特
に
世
界
信
用
を
後
展
せ
し
め
て
貨
幣
問
題
の
規
整
を
期
待
し
た
。

第
八
案
と
し
て
敷
へ
ら
れ
る
も
の
は
謂
は
ゆ
る
圃
際
経
一
審
回
議
案
で
あ
れ
。
こ
の
案
は
一
九
二
二
年
四
月

l
l

五
月
に
於
け
る
ジ
ェ
ノ
ア
園
際
経
漕
曾
議
に
基
い
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ぞ
の
決
議
に
於
い
て
は
金
使

用
の
節
約
並
に
中
央
銀
行
協
力
の
目
的
ぞ
以
て
国
際
的
協
刀
の
行
は
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
更
に
中
央
銀
行
代

表
者
曾
議
の
開
催
を
も
提
議
し
七
。

第
九
に
は
カ
ン
ヌ
一
曾
議
案
が
め
お
。
こ
の
案
は
上
越
せ
る
ク
品
ノ
ァ
国
際
経
掛
合
議
に
先
立
丸
戦
債
問
題
の
解

決
に
於
い
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
不
成
功
に
終
っ
た
。
併
し
こ
の
舎
議
に
於
レ
イ

L

戦
償
問
題

の
解
決
並
に
ヨ
オ
ロ
ッ
バ
艦
掛
復
興
の
主
張
は
著
し
〈
高
調
せ
ら
れ
、
そ
は
又
必
然
的
に
「
国
際
中
央
ジ
ン
タ
ケ

(ω
三
島
門
伊
丹

P
E
E
-
-】

R
S
E
C
H
-巳
)
」
の
組
織
を
繰
返
さ
し
め
る
に
至
つ
七
。

二""

ト最
後
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
一
九
二
一
年
に
於
け
る
ア
ム
ス
ア
Y

グ
ム
並
に
一
九
二
二
年
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ク

プ

Y
ト
の
枇
舎
主
義
者
大
舎
に
於
い
て
主
張
さ
れ
七
案
で
あ
る
。

こ
の
案
は
謂
は
ゆ
る

「
復
興
裁
に
信
用
に
闘
す

る
国
際
的
組
織

(
Q
『宮口
5
5
2
Z
E邑
cE-
号

5
8
5
E口
円
一
室
内

T
r
門
広
書
)
」

れ
に
。
こ
の
案
の
直
接
関
心
す
る
と
こ
ろ
は
荒
摩
地
方
の
復
興
に
闘
す
る
酷
で
あ
り
、
そ
の
組
織
上
に
於
け
る
特

性
は
こ
れ
を
直
接
に
国
際
聯
盟
に
結
合
し
た
貼
に
あ
る
。

と
し
て
注
目
せ
ら
れ
作
成
さ

中
央
行
協
カ
何
百
仲
良
陀
就
い
で

五
大

第

{批

第
三
十
六
巻

cit. p. 10 

Mcnde:-:.-Franccωop. cit. pp・3738:i E!:>kaich: op. cit. p. 10 
Esknlch: IIpιcit. p. 11. 
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中
央
銀
行
協
力
の
費
展
に
就
い
で

第
三
十
六
巻

五
六
四

第

五虎

一一

以
上
に
於
い
て
世
界
大
戦
前
後
智
通
じ
中
央
銀
行
の
協
力
は
如
何
な
る
賀
践
的
形
態
を
有
ち
、
又
如
何
な
る
理

想
的
草
案
を
示
し
た
か
を
遁
べ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
残
き
れ
た
問
題
は
此
等
質
践
的
理
想
的
の
立
場
か
ら
理
解
さ

れ
る
請
は
ゆ
る
圃
際
決
棒
銀
行
な
る
も
の
は
如
何
な
る
色
の
で
あ
る
か
?

換
言
す
れ
ば
中
央
銀
行
協
力
の
型
と

し
て
の
園
際
銀
行
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
?

と
い
ふ
こ
と
即
ち
こ
れ
で
め
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
云
っ
て

勿
論
国
際
決
湾
銀
行
は
こ
れ
ら
の
案
か
ら
直
ち
に
生
れ
出
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
の
ぺ
る
徐
裕
は
な
い
が
、

国
際
聯
盟
の
成
立
後
幾
多
の
案
の
主
躍
を
躍
で
濯
に
今
日
の
決
構
銀
行
に
ま
で
昇
化
せ
る
も
の
で
め
る
乙
と
は
油

意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

回
、
協
力
の
型
と
し
て
の
国
際
決
漕
銀
行

園
際
決
構
銀
行
が
各
国
中
央
銀
行
に
封
し
て
如
何
な
る
地
位
に
あ
る
か
?
の
問
題
は
、
或
は
開
山
口
丘
町
一
H

の
如
〈

之
を
以
て
超
中
央
銀
行
で
あ
る
と
謂
ひ
、
又
は
の
如
く
超
中
央
銀
行
に
非
や
と
謂
ふ
Jr

併
し
、
こ
の
貼

口町一
n
F

に
岨
到
す
る
私
見
は
別
の
機
曾
に
ゆ
づ
り
、
こ
こ
で
は
、
軍
に
国
際
決
棒
銀
行
(
以
下
車
に
き
狩
銀
行
と
謂
ふ
)
定
款
第
三

俸
の
規
定
、
即
ち
「
本
銀
行
(
同
際
決
済
銀
行
)
の
目
的
は
各
国
中
央
銀
行
の
協
力
を
促
進
し
、
且
つ
園
際
金
融
取
引

の
便
宜
を
増
進
し
、
各
関
係
常
事
者
と
の
協
約
に
よ
り
委
託
き
れ
た
る
圃
際
金
融
の
決
済
に
闘
し
受
託
者
若
く
は

代
理
者
と
し
て
活
動
す
る
に
あ
り
」
と
い
ふ
見
方
に
従
っ
て
、
専
ら
決
済
銀
行
が
、
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
、

各
国
中
央
銀
行
の
協
力
に
劃
し
て
、
そ
の
焦
貼
と
な
っ
て
ゐ
る
か
を
明
に
し
た
い
。
先
づ
向
其
の
出
資
関
係
、
向
刊

Mendes-Fmnce ~ op. cit. pp. 43，-59・
Eskalch: op. cit. pp・41-67; M';no es.France ， op. cit. p. 56. 
Ulrich: Les principes de la r創 刊anisation.pp・ 3~c2-34~:・
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其
の
理
事
曾
の
構
成
、
問
其
の
決
油
開
業
務
、
仙
川
其
の
質
践
的
協
力
の
四
項
に
分
っ
て
順
次
論
遁
を
試
み
る
。

白

山
出
資
の
構
成

l
l出
資
闘
係
よ
り
見
た
る
各
国
中
央
銀
行
の
決
持
銀
行
へ
の
協
力
的
関
係
は
極
め
て
高
度
で

あ

る

。

某

の

最

初

に

於

い

て

は

僅

か

に

イ

ギ

甘

ノ

ス

、

ペ

グ

ギ

ィ

、

日

本

及

び

フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
、

イ
タ
ソ
ャ
、

北
米
合
衆
国
の
七
ヶ
園
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
其
の
後
失
第
に
実
の
出
賛
同
の
教
は
増
加
し
、
最
近
に
於
い
て
は

三
十
ヶ
園
に
近
き
銀
行
の
参
加
を
受
け
.
し
か
も
向
ほ
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

く
で
あ
る
。

闘

際

決

湾

銀

行

参

加

闘

表

参

担日

銀

行

、

"' .， 
マ
鍍
仔
(
ロ
オ
ず
)

2
、
英

I臨

i混

行
〈
ロ

y
r
y
)

3
、
ポ
オ
ラ

y
v
銀
行
(
ワ
ル
シ
ョ
ウ
)

4
、
ダ
ン
チ
ヒ
銀
行
(
グ

y
ナ
ヒ
)

5
、
フ
一
フ

Y

ス
銀
行
(
パ

¥..." 

6
、
ギ
u
y
u
y

ヤ
銀
行
(
ア
テ
ネ
)

7
、
ベ
ル
ギ
イ
山
幽
立
銀
行
(
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
)

8
、
プ
ル
ガ
リ
ヤ
周
立
銀
行
(
ソ
フ
イ
ヤ
)

9
、
ル
ウ
マ
ュ
ャ
国
立
銀
行
(
プ
カ
レ
ス
ト
)

日
、
オ
ラ
ン
ダ
銀
行
(
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
)

中
央
銀
行
協
力
白
夜
展
に
就
い
て

参

加

持

株

数

一L
川
、

0
0
0
 

一
六
、

0
0
0

四、

0
0
0

四、

0
0
0

一
六
、

0
0
0

四、

0
0
0

一
六
、

0
0
0

四、

0
0
0

四、

0
0
0

四、

0
0
0

第
三
十
六
巻

そ
の
中
決
定
せ
る
も
の
は
失
の
如

五
六
五

参

加

年

月

日

一
九
三

O
半
E
周
二
十
月

z少

一
九
三

O
年
六
月
二
十
五
日

!> 

一
九
三

O
年
五
月
二
十
日

一九二一

O
年
六
月
二
十
五
日

一
九
三

O
年
五
月
二
十
日

一九一二

O
年
六
月
二
十
主
日

!> 

一
九
一
ユ

O
年
五
月
二
十
日

第

型主

一一

op.. cIt. pp. 127-129 

op. cit. pp. 127-1:28. 
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中
央
銀
行
協
力
の
後
展
に
就
い
て

11 、

エ
ス
ト
=
ャ
銀
行
(
9
り
ン
)

12 

フ
イ

y
ラ
ン
ド
銀
行
(

h

ル
シ
ン
グ
フ
オ
ル
ス
)

日
、
ヲ
ト
ず
イ
ヤ
銀
行
(
リ

力。
) 

目
、
リ
ト
ア
エ
ヤ
銀
行
(
カ
ウ
ナ
ス
)

15 

マ
ジ
ヤ
ア
ル
・
ネ
ム
ゼ
ツ
ナ
銀
行
(
プ
グ
ベ
ス
ト
)

目
、
半
且
コ
。
-
引
グ
ア
キ
ア
銀
行
(
プ
ラ
ア
グ
)

]7 、

ヨ
ベ
ン
戸
ア
グ
園
立
銀
行
(
コ
ベ
ン
ハ
ア
グ
)

叩
品
、
ォ
オ
旦
ト
ヲ
ヤ
園
立
銀
行
(
ウ
イ
ン
)

日
、
ラ
イ
ヒ
ス
・
パ

y
ク
〈
ベ
ル

p
y
)

20 、

ス
ウ
イ
ス
国
立
銀
行
(
チ
ユ
ウ

H
ヒ
)

2:1 22 21 、、
ア日 z
メ本ウ
ヲ 寸ーェ
カ四エ
銀銀デ
行行 y

園闘・
〔♀日

A、ク
ウ

ー』ス
ヨ40)尽 川 バ
オ、

ン
夕
、タ

〆ー、
ス

‘Y 

ク
オτ

ノレ
ぷも

、ー〆

シ
カ
ゴ
)

別
、
ア
ル
パ
=
ャ
園
立
銀
行
(
ロ
オ
マ
)

25 、

ユ
ウ
ゴ
オ
ス
ラ
ず
イ
ヤ
国
立
銀
行
(
ベ
ル
グ
ラ
ア
ド
)

英
他
最
近
参
加
せ
ん
主
す
る
も
の
に
突
の
如
き
が
あ
る
。

ノ
ル
ウ
エ
エ
銀
行
(
オ
ス
ロ
ウ
)

ポ
ル
ト
ガ
ル
銀
行
(
日
ス
ボ

y
)

1

4

イ

y
銀
行
(
マ

V
H
V
F
)

第
三
十
六
谷
‘

O 
O 

問
、

0
0
0

五

0
0出。。

四、

0
0
0

問
、

0
0
0

四、

0
0
0

回、

0
0
0

一
六
、

0
0
0

四、

0
0
0

四、

0
0
0

一
六
、

0
0
0

一
六
、

0
0
0

五
O
O

四、

0
0
0

四、

0
0
0

二、

0
0
0

未

“-Aι 

五
六
六

J1LJ 

第

銑'

一
九
二
一

O
年
十
月
三
十
一
日

一九一一一

O
年
六
月
二
十
五
日

一九一一一

O
年
十
二
月
三
十
日

一
九
一
一
二
年
三
月
三
十
一
日

一
九
三
一
年
大
月
二
十
五
日

タ• タ

一
九
一
ニ

O
年
五
月
二
十
日

" タ

一
九
三

O
年
五
月
二
十
日

" 

一
丸
二
二
年
三
月
三
十
一
日

9 

来
定

" " 

代表銀行は日本興業銀行
モルガン商曾(=ウヨオク)=ウヨウ夕、フアアスト・ナショナル・〆ンク(品

ウヨオク)'-'均ゴ・フアアスト・ナシヨづノレ・バンク〔シカゴ〉よ P成る。
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以
上
に
就
い
て
見
る
と
き
は
新
占
星
加
闘
は
専
ら
欧
州
に
所
在
し
て
居
り
、
し
か
も
実
の
敷
よ
り
云
へ
ば
今
日
欧

洲
に
於
け
る
殆
ん
ど
大
部
分
の
闘
は
其
の
中
央
銀
行
に
よ
っ
て
奉
加
し
て
ゐ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に

名
は
凶
際
決
済
銀
行
と
い
ふ
志
賀
は
欧
洲
決
構
銀
行
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
欧
洲
以
外
に
於
い
て
之
に
盛
加

し
て
ゐ
る
圃
は
僅
か
に
日
本
及
び
ア
メ
リ
ノ
カ
合
衆
国
の
二
固
で
あ
る
が
、
し
か
も
な
ほ
其
の
中
央
銀
行
を
通
じ
て

奉
加
せ
や
特
定
銀
行
圏
全
以
て
加
入
し
て
ゐ
る
こ
と
は
盆
ー
そ
の
欧
洲
的
な
る
も
の
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
論
濠

と
な
る
。

併
し
決
棒
銀
行
に
謝
す
る
出
資
は
其
の
公
益
性
及
び
濁
立
性
よ
り
し
て
無
保
件
に
之
ぞ
認
め
て
は
ゐ
な
い
。

C
E

--F
に
よ
れ
ば
「
定
款
規
定
中
最
も
本
質
的
規
定
の
一
で
あ
ふ
」
と
謂
は
れ
る
此
の
規
定
ほ
、
岡
際
関
川
怖
に
基

づ
〈
努
力
分
配
の
不
均
衡
を
生
ザ

Y
る
加
〈
、
資
本
金
五
億
金
ス
ヲ
イ
只
フ
ラ
ン
(
排
込
四
分
の
一
)
に
謝
す
る
二
十

高
株
の
分
配
並
に
増
資
に
謝
す
る
分
配
は
共
に
定
款
中
に
明
記
さ
れ
て
ゐ
名
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
戦
債
に
闘
し
決
棒

銀
行
に
於
い
て
所
有
す
る
持
分
に
臆
じ
資
本
金
の
五
六
バ
ア
セ

y
ト
印
ち
縛
株
敷
二
十
高
株
中
十
一
高
二
千
株
、

並
に
増
資
に
調
す
る
五
五
.ρ

ア
セ
ン
ト
は
上
越
七
ヶ
固
に
依
っ
て
所
有
さ
れ
、
主
(
の
蔑
額
は
理
事
舎
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
従
山
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
尤
・
も
定
款
第
十
僚
に
よ
れ
品
「
資
本
金
の
引
受
募
集
に
封
し
必
要
な
る
底
置
を
と

る
に
営
り
、
理
事
舎
は
能
ふ
限
り
多
数
の
中
央
銀
行
を
本
銀
行
実
湧
銀
行
)
に
奉
加
せ
し
め
る
の
利
盆
な
る
と
と
を

考
慮
す
べ
し
」
と
規
定
し
、
更
に
「
此
等
の
園
々
の
あ
る
一
つ
に
於
け
石
議
行
額
は
八
千
株
を
超
過
し
得
や
」
と
し

て
ゐ
る
。
此
等
の
勤
は
皆
決
構
銀
行
に
封
す
る
出
資
閥
係
を
庚
〈
各
国
に
及
ぼ
し
て
其
の
協
力
を
認
め
る
と
共

中
央
銀
行
協
力
の
曜
日
展
に
就
い
て

第
一
一
一
十
六
巻

五
六
七

第

鵠

Ulrich: op. cit. p. 345. 
日本銀行調査局:岡際決済銀行定歎い5，pp， 8-9・
日本銀行調査局・ J二掲書、 p.8 
日本銀行調査局 上掲者、~ 7， 1'，6 
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中
央
銀
行
協
カ
の
焚
展
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

五
六
八

第

盟主

一占
ノ、

に
特
に
、

一
定
少
数
園
の
濁
占
を
排
除
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
云
へ
る
。

mw理
事
舎
の
構
成

l
l理
事
舎
の
構
成
は
定
款
第
二
十
八
僚
の
規
定
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
J

の
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
某
の
理
事
舎
の
組
織
は
次
の
如
く
な
る
。

ィ
ド
イ
ヅ
、
ぺ

Y

ギ
イ
、
フ
一
ブ
ン
ス
、
イ
リ
寸
η
ノ
ス
、
ィ
タ
リ
ャ
、
日
本
及
び
北
米
合
衆
闘
の
各
現
職
中
央
銀
行

総
裁
又
は
上
記
鱒
裁
中
就
任
を
欲
せ
や
又
は
就
任
不
能
な
る
者
あ
る
と
き
は
主
(
の
総
裁
の
指
名
せ
る
者

工
例
記
記
載
の
中
央
銀
行
纏
裁
川
白
岡
民
中
よ
り
令
融
又
は
商
工
業
代
表
者
と
し
で
各
自
一
名
宛
選
任
し
た
る

者
A

左
記
の
方
法
に
依
hJ
選
任
せ
ら
る
べ
き
九
名
以
内
の
者

第
一
項
に
記
載
せ
る
以
外
の
闘
に
し
て
本
銀
行
設
立
の
際
株
式
を
引
受
け
た
る
各
国
の
中
央
銀
行
総
裁
は
白
岡

民
四
名
の
理
事
候
補
者
名
簿
を
呈
示
す
名
権
限
を
有
つ
。
此
の
名
簿
中
に
は
総
裁
自
身
の
名
を
合
h
u

こ
と
を
得
。

右
候
補
者
の
中
二
名
は
金
融
、
他
の
二
名
は
商
工
業
代
表
者
た
る
こ
と
を
要
す
。
理
事
舎
は
三
分
の
ニ
の
多
数
決

に
よ
り
右
の
名
簿
よ
り
九
名
以
内
を
選
任
す
る
こ
と
を
待
。

本
規
定
に
よ
り
如
何
に
決
構
銀
行
が
園
際
的
協
力
を
前
提
と
し
て
そ
の
理
事
舎
の
構
成
含
意
固
し
て
ゐ
る
か
は

費
言
を
要
し
な
い
。

m
判
決
済
業
務
1

l
決
構
銀
行
の
行
ふ
決
梼
業
務
に
は
二
つ
あ
る
。
め
各
中
央
銀
行
間
の
決
持
、
同
各
国
政
府
聞

の
決
持
こ
れ
で
あ
る
。
此
等
の
業
務
を
見
る
と
き
我
々
は
依
然
ぞ
こ
に
決
掛
銀
行
が
中
央
銀
行
の
協
力
と
深
き
依

日本銀行調査局:上掲書~ 28， pp. 14--，6. 45) 



存
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
む

村
各
国
中
央
銀
行
閣
の
決
持
1
1
1
中
央
銀
行
聞
の
決
済
が
魚
替
市
場
を
通
過
せ
や
、
直
接
決
持
銀
行
に
於
け
る

帳
簿
の
記
載
手
績
に
よ
っ
て
行
は
る
る
こ
と
は
各
凶
中
央
銀
行
活
替
準
備
の
決
持
銀
行
に
劃
す
る
集
中
東
と
し
て

注
目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
A
B
雨
銀
行
聞
に
於
い
て
A
銀
行
は
B
銀
行
に
劃
し
て
百
高
弗
の
借
勘
定
が
あ

る
と
す
る
。
A

B
銀
行
と
も
決
棒
銀
行
に
弗
勘
定
に
よ
る
ゑ
替
預
金
堂
有
っ
と
せ
ば
、
此
の
雨
銀
行
の
決
済
は
決
済

銀
行
に
於
い
て
B
銀
行
勘
定
へ
の
A
銀
行
勘
定
よ
り
の
受
入
高
百
寓
弗
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
決

持
銀
行
の
客
観
的
状
態
に
何
等
の
鑓
化
診
及
ぼ
5
4
r
、
し
か
も
業
の
取
引
は
弗
の
需
要
も
之
仁
封
す
お
他
の
鋳
替

の
供
給
も
な
さ
が
故
に
、
削
叫
ち
潟
替
市
場
に
於
い
て
桁
は
れ
る
が
散
仁
、
強
替
布
揚
仁
は
何
等
の
影
響
が
な
レ
。

決
持
銀
行
に
於
い
て
は
近
く
こ
の
決
済
制
度
の
運
用
並
び
に
完
成
に
努
力
し
、
時
・
来
各
園
中
央
銀
行
を
し
て
其

の
選
捧
す
る
篤
替
に
よ
り
決
構
銀
行
の
白
行
勘
定
に
劃
し
て
手
形
を
振
出
し
得
る
が
如
き
制
度
採
用
の
意
園
が
あ

る
と
侍
へ
ら
れ
る
。

各
国
中
央
銀
行
は
ま
た
決
棒
銀
行
に
謝
し
て
金
預
金
を
行
ふ
。
併
し
そ
の
金
額
は
若
し
く
は
な
い
。
従
っ
て
決

済
銀
行
は
今
日
に
於
い
て
は
宵
ほ
金
決
掛
制
度
の
運
用
は
考
へ
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
あ
ム
。
決
構
銀
行
は
ま
た
官
シ

-
7
7
ヨ
オ
ク
、
バ

y
に
於
い
て
決
棒
銀
行
名
義
や
ふ
っ
て
そ
の
園
中
央
銀
行
に
金
を
所
有
し
て
ゐ
る
。

向
ほ
注
目
す
べ
き
は
一
九
=
二
年
十
一
月
の
プ
ラ
ア
グ
曾
議
に
於
い
て
相
殺
に
よ
る
勘
定
決
掛
を
認
め
に
こ
と

y
y
、

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
閥
係
国
に
於
け
る
中
央
銀
行
は
畢
純
な
る
支
梯
銀
行
と
な
り
、
最
後
の
麗
高
の
み
が
決
構

中
央
銀
行
協
力
の
愛
展
に
就
い
て

第

費量

七

第
三
+
六
巻

五
六
九

op. cit. p. 140. 
op. clt・F・p.140-141. 
ot. cit. p， 141 
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中
央
銀
行
協
力
の
賛
展
に
就
い
て

第
一
二
十
六
巻

ー
ノ、

五
七

O

第
二
一
抗

銀
行
に
梯
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

同
各
国
政
府
聞
の
決
持
1

1

一
園
の
政
府
に
し
て
封
外
支
掃
の
必
要
め
る
と
き
は
、
其
の
中
央
銀
行
ぞ
通
じ
て

決
掛
銀
行
に
預
金
を
行
ふ
。
こ
れ
亦
魚
替
市
場
の
通
過
を
避
く
る
ぞ
得
て
決
棟
上
に
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多

L 、。副
賞
践
的
協
バ
|
|
最
後
じ
か
く
の
如
、
さ
立
場
に
於
け
る
決
持
銀
行
と
各
国
中
央
銀
行
と
の
協
力
的
責
践
に
つ

い
て
の
ぺ
品
。

た
だ
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
止
は
、

a
d

き
に
中
央
銀
行
閣
の
援
助
が
閣
際
抑
制
命
題
古
℃
問
演
に

行
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
た
そ
の
こ
と

2
以
下
連
べ
ん
と
す
る
こ
と
と
異
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
各
闘
中

央
銀
行
が
直
接
決
構
銀
行
よ
り
援
助
を
受
け
る
こ
と
は
、
そ
の
定
款
第
二
十
二
燥
に
於
い
て
中
央
銀
行
手
形
一
部

の
割
引
を
認
め
る
こ
と
よ
り
生
や
る
。

例
へ
ば
一
九
一
一
二
年
五
月
二
十
九
日
オ
オ
ス
ト
リ
ヤ
国
立
銀
行
に
封
し
一
億

v
p
y
グ
の
ク
レ
ジ
?
ト
が
ク
レ

ジ
ヴ
ト
・
ア
ジ
ジ
ュ
タ
Y

ト
援
助
の
に
め
決
持
銀
行
並
に
各
凶
中
央
銀
行
闘
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
。

更
に
一
九
一
ニ
一
年
六
月
に
は
、
決
構
銀
行
及
び
フ
ラ
ン
ス
銀
行
、
実
蘭
銀
行
及
び
-
で
円
ノ
ヨ
オ
ク
聯
邦
準
備
銀
行

は
-
プ
イ
ヒ
ス
・
バ
ン
一
グ
に
封
し
一
一
億
弗
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
認
め
h

い
が
そ
の
中
決
蹄
銀
行
の
持
分
は
二
千
五
百
寓
弗

で
あ
る
。

倫
更
に
一
九
コ
二
年
七
月
に
は
決
構
銀
行
は
英
蘭
銀
行
と
の
協
刀
に
よ
り
震
替
準
備
増
加
の
た
め
グ
シ
チ
ヒ
中

央
銀
行
に
ク
レ
タ
ッ
ト
を
輿
へ
た
。

。p目 cit.pp. 136-137 Eskaich : 49) 



此
等
の
例
は
一
・
?
の
げ
つ
く
し
難
い
。

玉
、
結

言

以
上
之
を
要
す
る
に
中
央
銀
行
協
力
の
援
展
は
、
世
界
大
戦
前
に
於
い
で
貫
践
上
極
め
て
間
歌
的
現
象
的
に
行

は
れ
た
る
に
調
し
、
大
戦
後
に
於
い
て
は
櫨
績
的
本
質
的
に
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
蓋
し
世
界
大
戦
前
協
力
が
問

題
に
な
っ
た
第
十
九
世
紀
の
後
半
に
於
い
て
は
巳
に
一
定
本
位
制
度
に
基
〈
貨
幣
制
度
が
成
立
し
て
居
り
、
問
題

Z
E
n句
2
3
ぷ
揺
ら
ι
司
4

コ
「
』
主
司
1

1

こ
O

J
ト
訂
以
茸
ノ
品
目

7
J
ι
Z
d
A
l
f
肝

H
J
4
H
H
H
H
i
-
f
J
l

か
く
て
そ
の
協
力
現
象
が
表
面
的
で
あ
り
、

間
航
的
で
あ
っ
亡
。

之
に
反
し
世
界
大
関
核
に
於
レ
て
は
各
陣
は
そ
m
L

賞
特
慣
備
の
虫
定
に
於
レ
て
特
仁
劉
外
貨
幣
慣
備
や
}
阿
る
童

要
問
題
に
際
舎
し
た
。
令
問
題
、
矯
替
問
題
之
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
過
程
に
於
い
て
そ
の
混
沌
た
る
陛
界
経
済

を
ぱ
一
定
方
向
に
統
制
づ
け
る
た
め
に
先
づ
そ
の
金
融
的
強
権
が
動
員
3
れ
、
之
に
よ
っ
て
戦
後
の
金
融
従
っ
て

は
叉
国
民
経
済
の
救
済
を
合
同
し
た
こ
と
は
蕊
に
決
構
銀
行
の
出
現
に
ま
で
問
題
ぞ
押
し
進
め
る
結
果
を
生
ぜ
し

め
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
う
比
等
の
姑
に
閲
す
る
問
題
は
勿
論
車
に
中
央
銀
行
の
み
の
協
力
に
よ
る
も
の
で
は

な
い

0
5

又
決
済
銀
行
と
躍
も
本
論
に
於
い
て
問
題
と
す
る
問
題
以
外
に
戦
債
問
題
が
合
ま
れ
で
は
居
っ
た
。
併
し

な
が
ら
此
等
の
問
題
を
通
観
す
る
に
於
い
て
如
何
な
る
特
性
が
把
握
さ
れ
る
か
?
在
は
そ
の
特
性
が
、
そ
の
賛
金

関
係
、
内
部
組
織
並
に
其
の
作
用
態
ぷ
閲
す
る
協
刀
の
無
政
府
的
存
在
か
ら
組
織
的
存
在
に
ま
で
の
後
展
で
あ
る

と
断
言
し
て
憎
ら
な
い
。

中
央
銀
行
協
力
の
費
展
に
就
い
て

第
三
十
六
巻

第

費量

五
-l; 

九

:fUl稿 r 中央銀行役割U<D器展に就いて(経済論叢第36巻第1盟主)参照50) 


